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令和８年6 月 1 日発行　№ 218令和８年6 月 1 日発行　№ 218

桜井市議会広報委員会（事務局　42‐9132、FAX46‐5930）

定例会・臨時会概要………………………４定例会・臨時会概要………………………４
議案審議結果・表決 …………………５～６議案審議結果・表決 …………………５～６
予算特別委員会・常任委員会………６～９予算特別委員会・常任委員会………６～９
代表・一般質問………………………９～ 11代表・一般質問………………………９～ 11
令和８年新役員選出………………………12令和８年新役員選出………………………12題字　桜井高校書芸コース２年　森本梓心　さん題字　桜井高校書芸コース２年　森本梓心　さん

主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　 主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　  ３ 月 定 例 会 　 主 な 議案議決結果

３
月
定
例
会
報
告

　
・�

一
般
会
計
予
算
２
７
３
億
４
３
０
０
万
円
可
決
等

５
月
臨
時
会
報
告

　
・�

新
役
員
選
出
等

　
令
和
８
年
３
月
定
例
会
は
、
３

月
４
日
㊌
～
25
日
㊌
ま
で
の
22
日

間
の
会
期
で
開
か
れ
、
令
和
８
年

度
桜
井
市
一
般
会
計
予
算
等
に
つ

い
て
審
議
し
ま
し
た
。
ま
た
、
５

月
臨
時
会
は
、
５
月
７
日
㊍
に
開

か
れ
、
令
和
８
年
新
役
員
の
選
出

等
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

３
月
定
例
会

３
月
定
例
会

◇
令
和
８
年
度
予
算
・
・
・
７
件

◇
令
和
７
年
度
補
正
予
算

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４
件

◇
条
例
の
制
定
・
・
・
・
・
１
件

◇
条
例
の
全
部
改
正
・
・
・
１
件

◇
条
例
の
一
部
改
正
・
・
・
８
件

◇
発
議
案
・
・
・
・
・
・
・
１
件

５５
月月
臨
時
臨
時
会会

◇
報
告
案
件
・
・
・
・
・
・
５
件

◇
条
例
の
一
部
改
正
・
・
・
２
件

◇
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

◇
新
役
員
選
出（
12
ペ
ー
ジ
記
載
）

◇
人
事
案
件
・
・
・
・
・
・
１
件

桜井市議会桜井市議会
インターネット録画配信インターネット録画配信

インターネット議会中継
（録画）は、本会議や

委員会の様子を約２週間後に
配信しています。「会議名」・
「議員名」・「ことば」等で検索
することもできますので、ぜ
ひご覧ください。また、定例
会や臨時会の会期中は１階ロ
ビーのモニターでライブ配信
を行っています。

録画配信はこちら▲
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議案番号議案番号
（付託委員会）（付託委員会） 件　　名件　　名 概　　　要概　　　要 議決結果議決結果

議案第８号
（予算特別委員会） 令和８年度桜井市一般会計予算 予算総額 273億 4,300 万円

（前年度比 5.7％増） 可決

議案第９号
（予算特別委員会）

令和８年度桜井市住宅新築資金等
貸付金特別会計予算

予算総額 240万円
（増減なし） 可決

議案第 10 号
（予算特別委員会）

令和８年度桜井市国民健康保険特
別会計予算

予算総額 61億 197万 4,000 円
（前年度比 0.1％減）

可決
※�６ページ「各議
員の賛否」参照

議案第 11号
（予算特別委員会）

令和８年度桜井市駐車場事業特別
会計予算

予算総額 4,208 万 9,000 円
（前年度比 15.0％増） 可決

議案第 12 号
（予算特別委員会）

令和８年度桜井市介護保険特別会
計予算

予算総額 68億 6,128 万 4,000 円
（前年度比 4.1％増） 可決

議案第13号
（予算特別委員会）

令和８年度桜井市後期高齢者医療
特別会計予算

予算総額 12億 4,851 万円
（前年度比 12.5％増）

可決
※�６ページ「各議
員の賛否」参照

議案第 14号
（予算特別委員会）

令和８年度桜井市下水道事業会計
予算

収益的収入 12億 117万 6,000 円
（前年度比 1.1％増） 可決

議案第 15 号
（総務委員会）

令和７年度桜井市一般会計補正予
算（第６号）

補正額６億 5,686 万 5,000 円
一般管理費で、財政調整基金への積立金等 可決

議案第 16 号
（総務委員会）

令和７年度桜井市国民健康保険特
別会計補正予算（第４号）

補正額１億 6,700 万 1,000 円
一般被保険者医療給付費分で、一般被保険者医
療給付費納付金等

可決

議案第 17 号
（総務委員会）

令和７年度桜井市介護保険特別会
計補正予算（第５号）

補正額 6,000 万円
介護給付費で施設介護サービス給付費にかかる
追加所要額等

可決

議案第 18 号
（総務委員会）

令和７年度桜井市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）

補正額 2,573 万円
奈良県後期高齢者医療広域連合給付金で、後期
高齢者医療保険料の増加を受けての奈良県後期
高齢者医療広域連合納付金に係る追加所要額

可決

議案第 19 号
（文教厚生委員会）

桜井市特定乳児等通園支援事業の
運営に関する基準を定める条例の
制定について

乳児等通園支援事業が給付化されることに伴い、
事業者に対する子ども・子育て支援法第 54条の
2の確認行為にかかる基準を規定する条例を制
定する。

可決

議案第 20 号
（文教厚生委員会）

桜井市乳児等通園支援事業の設備
及び運営に関する基準を定める条
例の全部改正について

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基
準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 可決

議案第 21 号
（文教厚生委員会）

桜井市乳児等通園支援事業の実施
に関する条例の一部改正について

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要
の改正を行う。 可決

議案第 22 号
（総務委員会）

桜井市行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の
利用及び特定個人情報の提供に関
する条例の一部改正について

新たに個人番号を用いた事務を追加するため、
所要の改正を行う。 可決

議案第 23 号
（文教厚生委員会）

桜井市附属機関設置条例の一部改
正について

「桜井市開校準備委員会」を新たに附属機関とし
て設置するため、所要の改正を行う。 可決

議案第 24 号
（文教厚生委員会）

桜井市立学校設置条例の一部改正
について 桜井南幼稚園の閉園に伴い、所要の改正を行う。 可決

主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　 主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　  ３ 月 定 例 会 　 主 な 議案議決結果
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　 　 　 3 月 定 例 会 　 主 な 議 案 議 決 結 果 ・ 予 算 特 別 委 員 会

議案番号議案番号
（付託委員会）（付託委員会） 件　　名件　　名 概　　　要概　　　要 議決結果議決結果

議案第 25 号
（文教厚生委員会）

桜井市国民健康保険税条例の一部
改正について

地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正
を行う。 可決

議案第 26 号
（文教厚生委員会）

桜井市介護保険条例の一部改正に
ついて

介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改
正を行う。 可決

議案第 27号
（産業建設委員会）

桜井市火入れに関する条例の一部
改正について

奈良県広域消防組合火災予防条例の一部改正に
伴い、所要の改正を行う。 可決

議案第 28号
（総務委員会）

桜井市消防団員等公務災害補償条
例の一部改正について

非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定め
る政令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 可決

発議案第４号
（総務委員会）

桜井市議会議員定数条例の一部改
正について 桜井市議会議員の定数を16名から14名に減少

否決
※６ページ「各議
員の賛否」参照

主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　  予 算 特 別 委 員 会 ・ 常 任 委 員 会

各議員の賛否（賛成 ･･･ 〇、 反対 ･･･ × 、棄権 ･･･ △、 欠席 ･･･ －）※議長は表決に加わりません。

札
辻　
輝
巳

○

○

○

東　

俊
克

○

○

○

土
家　
靖
起

議長

議長

議長

岡
田　
光
司

○

○

×

西　

忠
吉

○

○

×

阪
口　

豊

○

○

○

大
西　

亘

○

○

×

井
戸　
良
美

○

○

○

大
園　
光
昭

○

○

×

小
西　
誠
次

○

×

○

工
藤
敏
太
郎

○

○

×

山
岡　
康
了

○

○

×

杉
山　
歳
和

○

○

×

島
岡　

誠

○

○

×

久
保
田
裕
一

○

○

○

鍛
治　
結
花

×

×

×

議 員
議 案

議案第 10 号

議案第 13 号

発議案第４号

予
算
特
別
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
７
件
）

委
員
長　
　
西　
　
忠
吉

副
委
員
長　
杉
山　
歳
和

委
員　
　
　

�

鍛
治　
結
花　
　
久
保
田
裕
一

　
　
　
　
　
島
岡　
　
誠　
　
大
園　
光
昭

　
　
　
　
　
大
西　
　
亘　
　
岡
田　
光
司

　

�

令
和
８
年
度
桜
井
市
一
般
会
計
予
算

　
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
公
共
施
設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
、
現

在
の
削
減
量
を
訊
く
。
ま
た
、
フ
ァ
シ
リ

テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
見
え
る
化
の
た
め

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開
す
る
予
定
は
あ

る
の
か
。

答�　
削
減
面
積
は
７
、２
２
６
平
方
メ
ー
ト

ル
、
削
減
率
は
２
．
87
％
で
あ
る
。
財
政

状
況
や
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同

様
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
通
じ
て
市
民

に
公
開
し
て
い
く
。

問�　
市
税
に
つ
い
て
、
個
人
住
民
税
と
固
定
資

産
税
を
ど
の
よ
う
に
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

答�　
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
は
、
労
働
人
口

の
１
．
２
％
減
少
を
加
味
し
た
上
で
、
所

得
動
向
・
賃
金
動
向
を
基
に
４
．
５
％
の

増
収
を
見
込
ん
で
い
る
。
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
商
業
地
・
工
業
地
の
評
価
上

昇
を
見
込
ん
で
算
出
し
て
い
る
。

問�　
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
課
題
を
踏
ま
え
て
見
直
し
を

行
う
の
か
。

答�　
県
の
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
を
踏
ま

え
、
職
員
の
初
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
受
援
計

画
・
事
業
継
続
計
画（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）の
見
直

し
を
進
め
た
い
。

問�　
学
童
保
育
に
つ
い
て
、
待
機
児
童
は
現

在
い
な
い
の
か
。

答�　
令
和
８
年
４
月
１
日
時
点
に
お
け
る
待

機
児
童
は
、
ゼ
ロ
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

問�　
休
日
診
療
所
に
つ
い
て
、
平
日
夜
間
は

木
曜
日
の
み
診
療
を
実
施
し
て
い
る
理
由

は
何
か
。
ま
た
、
木
曜
日
の
夜
間
診
療
に

要
す
る
費
用
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

答�　
一
次
救
急
・
初
期
救
急
医
療
を
提
供
し

地
域
全
体
の
医
療
体
制
を
維
持
・
確
保
し

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
予
算

額
は
２
８
５
万
円
で
あ
る
。

問�　
有
害
野
生
獣
防
止
用
防
止
柵
の
設
置
補

助
金
は
、ど
の
程
度
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答�　
令
和
６
年
度
は
39
件
、
令
和
７
年
度
は

現
時
点
で
41
件
の
実
績
で
あ
る
。
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主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　  予 算 特 別 委 員 会 ・ 常 任 委 員 会

問�　
相
撲
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
事
業
内
容
を
訊
く
。

答�　
毎
年
開
催
し
て
い
る
こ
ど
も
相
撲
大
会

を
、
70
周
年
記
念
事
業
と
し
て
相
撲
発
祥

の
地
を
全
面
に
押
し
出
し
、
Ｐ
Ｒ
し
て
い

き
た
い
。

問�　
道
路
管
理
通
報
シ
ス
テ
ム
利
用
料
に
つ

い
て
、
内
容
を
訊
く
。

答�　
職
員
が
道
路
を
通
行
す
る
際
に
、
陥
没

な
ど
が
あ
れ
ば
通
報
で
き
る
ア
プ
リ
の
利

用
料
で
あ
る
。

問�　
学
校
部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
の
運
営
業

務
委
託
料
に
つ
い
て
、
内
容
を
訊
く
。

答�　
運
動
部
及
び
文
化
部
の
地
域
ク
ラ
ブ
へ

の
移
行
に
係
る
諸
経
費
で
あ
り
、
委
託
先

は
桜
井
市
体
育
協
会
で
あ
る
。

　

�

令
和
８
年
度
桜
井
市
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
予
算
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
税
率
は
ど
う
な
る
の
か
。

答�　
県
内
で
は
保
険
税
率
が
統
一
さ
れ
て
お

り
、
所
得
割
で
課
税
所
得
の
０
．
31
％
、

均
等
割
に
つ
い
て
は
年
間
１
、９
０
０
円

で
あ
る
。

�　

�

令
和
８
年
度
桜
井
市
介
護
保
険
特
別
会

計
予
算
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
令
和
７
年
度
の

新
規
数
及
び
維
持
管
理
総
数
を
訊
く
。

答�　
新
規
数
は
約
30
件
で
あ
り
、
維
持
管
理

数
は
２
３
１
件
で
あ
る
。

　

�

令
和
８
年
度
桜
井
市
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
予
算
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
税
率
は
ど
う
な
る
の
か
。

答�　

保
険
料
は
、
所
得
割
で
課
税
所
得
の

０
．
25
％
、均
等
割
に
つ
い
て
は
年
間
１
、

４
０
０
円
で
あ
る
。

総
務
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
７
件
）

　

�

令
和
７
年
度
桜
井
市
一
般
会
計
補
正
予

算
第
６
号
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
繰
越
明
許
費
を
計
上
し
て
い
る
が
、
次

年
度
予
算
、
補
助
金
申
請
に
影
響
は
な
い

の
か
。

答�　
国
の
補
正
予
算
成
立
を
受
け
て
、
今
回

予
算
計
上
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
繰

越
し
て
い
る
。
当
初
、
予
定
し
て
い
た
入

札・契
約
の
遅
延
に
伴
う
繰
越
分
も
あ
る
。

来
年
度
に
影
響
が
な
い
よ
う
、
年
度
内
執

行
に
努
め
た
い
。

問�　
避
難
所
の
備
品
購
入
、
消
耗
品
購
入
の

詳
細
と
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
予
算
化
さ

れ
た
理
由
を
訊
く
。

答�　
備
品
と
し
て
、
ラ
ッ
プ
式
ト
イ
レ
・
ト

イ
レ
用
テ
ン
ト
・
水
循
環
式
手
洗
器
・
水

循
環
式
シ
ャ
ワ
ー
・
炊
出
し
か
ま
ど
で
あ

り
、そ
れ
ら
に
関
す
る
消
耗
品
と
し
て
ラ
ッ

プ
式
ト
イ
レ
用
フ
ィ
ル
ム
・
ト
イ
レ
用
凝

固
剤
・
水
循
環
式
手
洗
器
交
換
用
フ
ィ
ル

タ
ー
・
水
循
環
式
シ
ャ
ワ
ー
交
換
用
フ
ィ

ル
タ
ー
を
購
入
す
る
予
定
で
あ
る
。
国
の

補
正
予
算
が
令
和
７
年
12
月
に
成
立
し
た

た
め
、
今
回
予
算
計
上
と
な
っ
た
。

問�　
災
害
時
の
避
難
所
の
備
え
は
、
十
分
で

あ
る
と
考
え
る
か
。
ま
た
、
自
主
防
災
会

の
防
災
訓
練
等
で
、
市
民
の
方
に
直
接
、

防
災
用
資
機
材
に
触
れ
て
も
ら
う
考
え
は

あ
る
か
。

答�　
現
在
の
資
機
材
で
十
分
で
あ
る
と
は
考

え
て
お
ら
ず
、
今
後
も
国
の
補
助
金
等
を

活
用
し
充
実
に
努
め
た
い
。
ま
た
、
自
主

防
災
会
訓
練
や
出
前
講
座
な
ど
の
各
種
イ

ベ
ン
ト
で
、
今
回
購
入
す
る
資
機
材
を
活

用
し
、
市
民
の
防
災
意
識
の
向
上
に
努
め

て
い
き
た
い
。

　
令
和
７
年
度
桜
井
市
国
民
健
康
保
険
特

　
別
会
計
補
正
予
算
第
４
号
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
治
療
薬
で
高
額
な
薬

剤
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
く
が
、

本
市
で
の
実
績
は
ど
う
か
。

答�　
特
定
は
で
き
な
い
が
、
高
額
な
薬
が
処

方
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
は
確

認
し
て
い
る
。

　

�

桜
井
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
（
抜
粋
）

◆
主
な
意
見
◆

●�

県
内
各
市
と
比
較
し
て
、
本
市
は
人
口
に

対
す
る
議
員
の
割
合
が
多
い
。

●�

定
数
削
減
に
よ
っ
て
、財
政
の
負
担
軽
減
、

意
思
決
定
の
迅
速
化
に
つ
な
が
る
。

●�

議
会
が
自
ら
効
率
的
・
合
理
化
を
進
め
る

姿
勢
を
示
す
こ
と
で
、
行
政
へ
の
改
革
要

求
に
も
説
得
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

●�

議
会
が
市
民
の
多
様
な
声
を
反
映
で
き
る

体
制
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
観

点
か
ら
、
慎
重
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
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   常 任 委 員 会 ・ 代 表 質 問 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 常 任 委 員 会

●�

議
会
基
本
条
例
を
満
た
す
、
明
確
な
改
正

理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

●�
議
員
定
数
の
問
題
は
単
な
る
コ
ス
ト
論
で

は
な
く
、
議
会
の
監
視
機
能
、
政
策
提
案

機
能
、
市
民
の
多
様
な
声
を
議
会
に
届
け

る
代
表
機
能
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
。

文
教
厚
生
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
７
件
）

　

�

桜
井
市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

制
定
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
現
在
、
試
行
的
に
運
用
し
て
い
る
基
準

と
の
変
更
点
を
訊
く
。

答�　
４
月
か
ら
全
国
で
本
格
実
施
及
び
給
付

化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
事
業
者
が
市
町

村
か
ら
確
認
を
受
け
、
保
護
者
に
代
わ
っ

て
給
付
費
を
受
領
す
る「
法
定
代
理
受
領
」

を
行
う
た
め
の
運
営
基
準
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
。
公
費
の
適
正
な
支
払
い
を
担
保

す
る
た
め
、
一
定
の
運
営
基
準
を
満
た
す

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
条
例
制

定
す
る
も
の
で
あ
る
。

問�　
本
条
例
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
が
原

則
と
な
っ
て
い
る
が
、
市
と
し
て
独
自
に
上

乗
せ
基
準
を
設
け
な
か
っ
た
理
由
を
訊
く
。

答�　

全
国
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
も
踏
ま

え
、
現
時
点
で
の
国
の
参
酌
す
べ
き
基
準

に
お
い
て
は
、
市
独
自
の
基
準
を
設
け
る

必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
独

自
の
上
乗
せ
は
行
わ
な
い
と
決
め
た
。

　
桜
井
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

　
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

　
例
の
全
部
改
正
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
関
す
る
２
つ

の
条
例
の
違
い
を
訊
く
。

答�　
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に

関
す
る
基
準
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
が
根
拠
法
令
で
あ
り
、
公
費
を
事
業
者

に
対
し
て
支
払
う
た
め
利
用
者
と
の
契

約
・
サ
ー
ビ
ス
の
質
・
お
金
に
関
す
る
運

用
面
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
条
例
で
あ
る
。

　

�　
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
つ
い
て
の
基
準
は
、
児
童
福
祉
法
が

根
拠
法
令
で
あ
り
、
本
事
業
を
行
う
す
べ

て
の
施
設
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

こ
ど
も
の
命
を
守
る
た
め
に
施
設
が
守
る

べ
き
設
備
面
に
お
け
る
最
低
基
準
を
定
め

た
条
例
で
あ
る
。

問�　
事
業
を
行
う
に
際
し
、
最
も
重
点
を
置

い
て
い
る
の
は
ど
こ
か
。

答�　
親
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
こ
ど
も
の
新
た

な
成
長
の
促
進
・
保
育
士
と
話
を
す
る
こ

と
に
よ
る
育
児
負
担
の
軽
減
等
が
考
え
ら

れ
る
が
、
ど
れ
も
が
重
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。

　

�

桜
井
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
実
施

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
対
象
の
要
件
か
ら
市
内
居
住
者
で
あ
る

こ
と
を
削
除
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
に
つ

い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。
ま
た
、
定
員
に

つ
い
て
訊
く
。

答�　
４
月
か
ら
全
国
実
施
さ
れ
る
事
業
で
あ

り
、
現
時
点
で
は
ど
れ
ほ
ど
の
ニ
ー
ズ
が

あ
る
の
か
、
把
握
は
困
難
で
あ
る
。
定
員

は
私
立
施
設
で
は
６
名
、
公
立
施
設
で
は

８
名
と
設
定
し
て
い
る
。

問�　

定
数
を
超
え
た
場
合
は
ど
う
す
る
の

か
。
ま
た
、
月
10
時
間
の
制
限
を
超
え
た

場
合
は
、ど
の
よ
う
な
対
応
に
な
る
の
か
。

答�　
定
数
を
超
え
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
場
合
に

は
、
定
員
枠
を
増
や
す
か
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
人
材
の
確
保
や
設
備
環
境
等

に
課
題
が
あ
る
。
公
立
で
の
拡
大
は
現
時

点
で
は
困
難
と
考
え
て
い
る
。

　

�　
月
10
時
間
を
超
え
て
本
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
既

存
の
一
時
預
か
り
事
業
な
ど
の
子
育
て
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
案
内
す
る
。

　

�

桜
井
市
附
属
機
関
設
置
条
例
条
例
の
一

部
改
正
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
特
認
校
制
度
の
概
要
を
訊
く
。

答�　
特
認
校
制
度
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
運

営
方
針
等
に
賛
同
い
た
だ
い
た
保
護
者
及

び
児
童
に
対
し
て
、
校
区
外
か
ら
の
通
学

を
認
め
る
制
度
で
あ
る
。

問�　
新
し
い
学
校
に
つ
い
て
、
同
じ
ク
ラ
ス

で
持
ち
上
が
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
が
、

ど
う
考
え
る
か
。

答�　
今
回
設
置
さ
れ
る
学
校
に
つ
い
て
は
、

１
学
年
１
ク
ラ
ス
に
な
る
が
、
小
学
校
１

年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で
が
集
う
義

務
教
育
学
校
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
異
学

年
交
流
等
を
通
じ
て
、
こ
ど
も
た
ち
が

様
々
な
こ
と
を
学
べ
る
よ
う
に
、
取
組
を

進
め
て
い
き
た
い
。

　

�

桜
井
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

改
正
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
基
礎
課
税
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
課

税
額
の
課
税
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と

で
、
低
所
得
者
の
保
険
税
に
影
響
は
あ
る

の
か
。
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   常 任 委 員 会 ・ 代 表 質 問 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 常 任 委 員 会

答�　
今
後
、
軽
減
判
定
所
得
の
引
上
げ
が
行

わ
れ
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
軽
減
措
置
対

象
世
帯
の
拡
大
に
寄
与
す
る
と
考
え
る
。

　

�

桜
井
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

　
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
今
回
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
第
１
号
被

保
険
者
の
保
険
料
収
入
に
、
ど
の
程
度
影

響
が
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る
の
か
。ま
た
、

令
和
８
年
度
介
護
保
険
料
の
特
例
措
置
に

関
す
る
周
知
の
方
法
を
訊
く
。

答�　
国
は
、
各
保
険
者
に
お
け
る
保
険
料
収

入
に
お
い
て
、
約
１
％
の
影
響
が
あ
る
と

推
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
賦
課
決
定
時
の

決
定
通
知
書
に
お
い
て
、
改
正
の
内
容
を

説
明
し
、理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
。

産
業
建
設
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
１
件
）

　

�

桜
井
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　
改
正
（
抜
粋
）

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
注
意
報
の
段
階
か
ら
、
た
き
火
等
を
中

止
と
す
る
理
由
を
訊
く
。

答�　
近
年
、
林
野
火
災
が
頻
繁
に
発
生
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
県
広
域
消
防
組
合

で
は
火
災
予
防
条
例
を
改
正
し
、
新
た
に

「
林
野
火
災
注
意
報
」及
び「
林
野
火
災
警

報
」の
運
用
を
開
始
し
て
い
る
。
従
来
の

条
例
に
お
い
て
も「
強
風
注
意
報
等
」
を

中
止
の
判
断
基
準
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に

新
た
な
基
準
を
加
え
る
こ
と
で
、
よ
り
効

果
的
な
注
意
喚
起
を
行
え
る
た
め
、
条
例

改
正
を
行
う
。

問�　
全
国
的
に
山
林
火
災
が
頻
発
し
て
い
る

が
、
安
全
確
保
に
つ
い
て
市
民
に
ど
の
よ

う
に
周
知
す
る
の
か
。

答�　
火
入
れ
の
許
可
制
度
に
つ
い
て
は
、
広

報
紙
等
で
周
知
す
る
。

問�　
年
間
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る「
と
ん
ど
」

な
ど
は
、
申
請
が
必
要
な
行
為
に
該
当
す

る
の
か
。

答�　
火
入
れ
の
許
可
制
度
は
、
焼
畑
や
病
害

虫
駆
除
等
の
た
め
に
面
的
に
行
う
場
合
を

対
象
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
と
ん

ど
」
は
火
入
れ
の
許
可
制
度
の
対
象
に
は

該
当
し
な
い
。

※�

各
委
員
会
の
詳
細
は
、
桜
井
市
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

議
会
事
務
局
（
市
役
所
４
階
・　

42-

９
１
３
２
）
で
閲
覧
も
可
能
で
す
。

代表質問「新政自民クラブ」
住みたいまち・住んで良
かったまちになるための
取組について

  久保田　裕一 議員

代表質問「青垣まほろばの会」
❶主な事業や施策について
❷魅力の発信について
❸公有地の利活用について

　島岡　誠 議員

問 ❶桜井駅前活性化の現状と、今後の取組に
ついて訊ねる。❷水道未普及地域について

の理解と、これまでと今後の取組について訊ねる。

答 ❶まちづくり基本計画を策定し、桜井駅周
辺地区まちづくり協議会と意見交換を行い

ながら、事業を進めている。桜井市には多くの観
光資源があり、7月に「飛鳥・藤原の宮都」が世界
遺産に登録されると、これまで以上に観光客が訪
れることが予想される。より多くの観光客に周遊・
滞在していただくためにも、にぎわいの中心とな
る施設整備を、民間の力を借りながら進めていき
たい。❷これまでも給水地域の拡張整備事業を実
施してきたが、未だに未普及地域があることは承
知している。未普及地域に住んでいる方が安心し
て生活できる水環境の整備に向けて、まずは供給
方法の方向性を示していきたいと考えている。

問 ❶市民の生活を守り、暮らしの質の向上を
実感できるために、どのような工夫をした

予算編成をされたのか訊く。❷市制施行 70周年、
「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録が予定される
なか、どのように魅力を発信していくのか訊く。
❸遊休地に対する市の方針を訊く。

答 ❶令和８年度当初予算は、飛躍する桜井
市の未来に向けた予算として、市の魅力発

信や観光・まちづくりに関する事業、将来を担う
こどもたちのための子育て支援や教育に関する事
業、将来にわたって効果的で効率的な行政運営を
行うのための事業を柱に、予算計上している。❷
桜井市は「飛鳥・藤原の宮都」の東の玄関口であり、
PRの予算を計上している。たくさんの魅力がある
ことを発信していきたい。❸未利用地について、
情報を市や県のホームページに掲載し、情報提供
を行っている。売却することを基本に取り組んで
いきたい。
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問 ❶ふるさと住民登録制度について、移住・
定住施策の補完にとどめることなく、人口

減少時代における都市経営戦略としていかに位置
づけ、観光・商工・文化・地域活動・ふるさと納
税等とどう連動させながら、本市と継続的に関わ
る関係人口を創出していくのかを訊く。❷人口ビ
ジョンの下方修正を踏まえ、若者・子育て世代の
流出という課題にどう向き合い、若者定住施策を
市政全体の中でどう位置づけ、今後いかに強化し
ていくのかを訊く。

答 ❶市は、関係人口の創出を総合計画等に位
置づけ、令和８年度から全庁横断で具体化

し、観光・商工・文化・地域活動等と連動させながら、
継続的に本市と関わる人を増やせるよう、戦略的に
国の制度を活用する。❷若者定住を重点施策に位置
づけ、奨学金返還支援の制度設計を進めるとともに、
生活満足度や定住意向も踏まえて施策を評価し、若
者の声を政策に反映できる取組を進めていく。

代表質問「公明党」

問 平成16年４月以降、地方分権一括法が施
行され、地方自治体は法定受託事務を種々

行っている。国と地方の関係が法的に対等になり、
教育・福祉・環境・防災など各分野で地方主導の
政策運営が行われ、住んでいる自治体によりサー
ビスの提供内容等が異なることになった。特に多
くの市民の方が利用する行政窓口について、最適
な窓口とはどのような窓口と考えているか訊ねる。

答 行政窓口は、来庁者一人一人の状況やニー
ズに応じて、できる限り一度の来庁で完結

できる窓口であるべきだと考えている。職員個人
のスキルや経験に依存しない、均質で質の高い窓
口対応を実現したい。桜井市デジタルビジョンに
おいても、書かせない・待たせない・行かせない
窓口の実現やオンライン化の推進など、窓口改革
を明記しており、今後その実現に向けて取り組ん
でいく。
【その他の質問項目】●桜井市ブランド戦略について

一般質問

問 ふるさと住民登録制度は、住民票を移さず
に居住地以外の地域と継続的に関わる人に

「第二のふるさと」として登録できる制度で、登録
者は自治体から情報を受け取ることができるほか、
特定のサービスやイベントに参加しやすくなる仕
組みである。この制度は、地域に対する愛着や関
心を高め、関係人口の創出や移住促進につなげる
ことを目的としている。市長はこの制度について
どのように考えているのか訊ねる。

答 国の制度は「地域を応援したい層」いわゆ
る「関係人口」の規模や地域との関係性な

どを可視化し、直接的なアプローチが可能になる
という点で、関係人口の施策を進める上での有効
なツールになる。人口減少が進む中、こうした制
度を通じて、時に深く関わる「想いのある市民」
を増やすことは、地域経済の活性化、また祭りな
どの伝統行事の継承においても大きな力になり、
意義深いものであると考えている。

ふるさと住民登録制度に
ついて

❶�ふるさと住民登録制度
について

❷若者の定住政策について

市民サービス向上に
ついて

大西　亘 議員

大園　光昭 議員　東　俊克 議員

一般質問

代表質問「桜井黎明の会」
ハブシティ構想の真価に
ついて

岡田　光司 議員

問 真のハブとは、そこを中心に市民の暮らし
に新たな鼓動が生まれ、利便性が高まり、

ひとりひとりがその恩恵を実感できる場所である
べきと考える。日常生活のなかで、どのような具
体的なメリットが生まれると考えているのかを訊
ねる。

答 交通アクセスの向上と、交通結節点として
の桜井駅の機能強化により、移動の利便性

が高まり、市内外へのアクセスが格段に便利にな
ると考える。また、市内各所に飲食店や商業施設
が充実し、買い物環境の改善につながると期待し
ている。さらに、まちが活性化し人の流れが生ま
れることで、医療・福祉施設の充実や公共交通の
維持拡充にもつながり、通院をはじめとした生活
利便性の向上が図られるものと考える。桜井市で
暮らし、働く人たちが安全・安心に暮らせるまち、
訪れた人がまた訪れたいと思うまちを実現するた
め、先頭に立って取り組んでいきたい。
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問 中期財政計画では、令和７年度は国庫支出
金が 82 億 3,400 万円から 63 億 4,800

万円と 18 億 8,600 万円の減額、地方債は 32億
9,900 万円から７億 1,200 万円と 25 億 8,200
万円の減額となる。今後、歳入規模が拡大する見
込みはなく、歳出規模が小さくなることもないと
考えられ、このままでは、市政が危機的な状況に
陥る恐れがある。今後の市政運営が危機的な状況
にならないか、市長の考えを訊ねる。

答 魅力的な働く場をつくる活力あるまちづく
り、地域資源を生かしにぎわいを育むまち

づくり、子育て世代に選ばれ子どもが輝くまちづ
くり、誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり
という４つの戦略的プロジェクトの取組みを進め
ることで、悪循環を断ち切り、危機的状況から好
循環へと流れができるよう事業を進めていきたい。
【その他の質問項目】●防災対策について

一般質問

問 住宅管理などの専門ノウハウを持つ民間事
業者に、施設の維持管理を委ねることで、

適切かつ迅速な施設管理が可能となる。職員の負
担を軽減し、よりよい住宅行政を推進するために
も、公営住宅等の民間委託を検討する段階にきて
いると思うが、市長の考えを訊ねる。

答 住宅管理の専門ノウハウを持つ民間事業者
に維持管理を委ねることで、迅速なトラブ

ル対応が可能となるほか、業務効率化により質の
高い住宅行政に注力できるようになるという点に
ついては、大変有効な選択のひとつであると認識
している。施設のより適正かつ効率的な管理方法
として、指定管理者制度の導入に向けた検討をさ
らに進める。入居者の安全で安心な暮らしを支え
る仕組みを構築し、公営住宅等長寿命化計画の各
事案を実現していくために、全庁的な視点をもっ
て総合的に判断していきたい。

問 国の休日の部活動の地域展開を進める方針
を受け、奈良県は令和 8年度から中学にお

いて、休日における教員の指導による学校部活動
を廃止し、地域への移行を決めた。本市について
も 4月から休日は地域クラブ活動へ移行される。
今後、国の方針により平日の部活動も地域展開す
るとなれば、仕事と両立の難しさ等による指導者
不足が懸念されるが、子どもたちのスポーツや文
化活動が保障されるのか。また、保護者の費用負
担が増えないように、必要な予算や体制が伴った
ものになるよう、お願いしたい。

答 教育の一環として行われてきた部活動の重
要性は十分に理解しており、令和 8年度に

おける平日の部活動は残すこととした。今後設置
する地域クラブにおいても、全ての子どもたちが
参加しやすい環境整備が不可欠である。設置数や
活動の場所、保護者負担の軽減等に十分配慮する
ことをしっかりと考えてまいりたい。

一般質問 一般質問
部活動の地域展開に
ついて

桜井市の財政状況に
ついて

公営住宅等の管理に
ついて

工藤　敏太郎 議員

  小西　誠次 議員

鍛治　結花 議員

問「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録を見据
えて、桜井市の観光戦略の再構築、観光推

進体制の強化について、今後どのように取り組ん
でいくのか。

答「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録は、イ
コモスによる調査を経て、令和８年７月に

韓国釜山で開催される予定の世界遺産委員会にお
いて、登録の審議というスケジュールになってい
る。世界遺産への登録が決まると、前年度より観
光客が増加することが見込まれるが、一時的なブー
ムに終わり、しばらくすると観光客が元に戻って
しまうケースがあると聞く。今後も持続的に観光
客を来訪してもらうには、その周辺も含んだ魅力
の発信が重要である。桜井市の歴史的・地理的な
魅力を発信し、観光客に飛鳥・藤原とあわせて市
内も周遊していただくことで、滞在時間を延長・
観光消費額を増加させ、地域の活性化につなげて
いきたいと考えている。

一般質問
飛鳥・藤原の宮都と東の
玄関口桜井について

　山岡　康了 議員

    一 般 質 問
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�
意見交換会を行いました

　桜井市議会では、試行的に意見交換
会を開催し、下記の団体と意見交換を
行いました。

【桜井まちづくり株式会社】
�内容　桜井駅周辺地区のまちづくり
について

【桜井市手をつなぐ育成会】
�内容　障がい福祉行政について


